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国立大学法人東京農工大学病原性微生物等安全管理規程の一部改正 

現行 改正 改正理由 

目次 目次  
第1章 総則(第1条－第4条) 第1章 総則(第1条－第4条) 

 

第2章 安全管理体制(第5条－第 10条) 第2章 安全管理体制(第5条－第 10条) 

第3章 安全管理基準(第11条－第21条) 第3章 安全管理基準(第11条－第21条) 

第4章 健康管理(第22条－第 27条) 第4章 健康管理(第22条－第 27条) 

第5章 雑則(第28条－第 29条) 第5章 雑則(第28条－第29条) 

附則 附則  
 

様式1 

 

様式1  

レベル2病原性微生物等使用承認申請書(新規・継続) レベル2病原性微生物等使用承認申請書(新規・継続)  
[別紙参照] [別紙参照]  

 

様式2 

 

様式2  

レベル2病原性微生物等使用実験終了・中止報告書 レベル2病原性微生物等使用実験終了・中止報告書  
[別紙参照] [別紙参照]  

 

様式3 

 

様式3  

レベル3病原性微生物等使用承認申請書(新規・継続) レベル3病原性微生物等使用承認申請書(新規・継続)  
[別紙参照] [別紙参照]  

 

様式4 

 

様式4  

レベル3病原性微生物等使用実験終了・中止報告書 レベル3病原性微生物等使用実験終了・中止報告書  
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[別紙参照] [別紙参照]  
 

様式7 

 

様式7  

病原性微生物実験室廃止報告書 病原性微生物実験室廃止報告書  
[別紙参照] [別紙参照]  

   附 則(平成30年4月1日規程第22号) 

この規程は、平成 30年4月1日から施行する。 


